
○たつの市国民宿舎使用料徴収条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１９７号 

改正 平成２５年１２月２７日条例第３４号 

平成２７年３月２７日条例第２５号 

令和元年６月２８日条例第２１号 

令和６年６月２８日条例第１９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、たつの市国民宿舎の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（使用料の額） 

第２条 前条の使用料は、別表に定める額に、当該額に消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）第２９条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た額を合算した額

を加算した額とする。ただし、その額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

（使用料の納付） 

第３条 使用者は、宿泊等の使用が終わったときに使用料を納付しなければならない。

ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、別に期日を定めることが

できる。 

２ 市長は、宿舎の使用を予約する者については、使用料の一部を前納させることが

できる。 

（使用料の不還付） 

第４条 既に納付された使用料は、還付しないものとする。ただし、市長において特

にやむを得ない事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付すること

ができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の龍野市

国民宿舎使用料徴収条例（昭和３６年龍野市条例第３１号）又は御津町営国民宿舎

使用料条例（昭和４８年御津町条例第２８２号）（以下これらを「合併前の条例」

という。）の規定により使用の許可を受けた者に係る使用料の取扱いについては、

別添６ 



なお、合併前の条例の例による。 

３ 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後に

この条例の規定により当該使用の許可を受けた者に係る使用料の取扱いについては、

なお合併前の条例の例による。 

４ 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る

使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収した

ものとみなす。 

附 則（平成２５年１２月２７日条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使

用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第２５号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使

用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

附 則（令和６年６月２８日条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使

用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

別表（第２条関係） 

１ 赤とんぼ荘使用料 

（１） 宿泊料（１泊２食付） 

普通室（和室） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ４，０００ １，２００ ２，０００ ３，２００ ７，２００ 



小学生 ３，２００ １，２００ ２，０００ ３，２００ ６，４００ 

幼児 実費  

特別室（和室バス・トイレ付） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ５，０００ １，２００ ２，０００ ３，２００ ８，２００ 

小学生 ４，２００ １，２００ ２，０００ ３，２００ ７，４００ 

幼児 実費  

１ 宿泊時間は、午後４時から翌日午前１０時までとする。 

２ 規定料金以外の食事料は、時価により算出した額とする。 

３ １人で１室を使用する場合の宿泊料は、規定料金にそれぞれ１，０００円を

加算した額とする。 

４ 土曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう。以下同じ。）の前日（４月２９日から５月５日まで、８

月１１日から８月１５日まで及び１２月３０日から翌年の１月４日までを除

く。）に宿泊するときの宿泊料は、規定料金に大人１，０００円、小学生８０

０円を加算した額とする。 

５ ４月２９日から５月５日まで、８月１１日から８月１５日まで及び１２月３

０日から翌年の１月４日までの期間に宿泊するときの宿泊料は、規定料金に大

人３，０００円、小学生２，４００円を加算した額とする。 

（２） 休憩料 

（単位：円） 

使用時間の区分 

室の区分及び定員数 

３時間以内 ６時間以内 割増料金１人増すごとに 

３時間以内 ６時間以内 

個室 ５人まで ２，０００ ２，６００ ３００ ４００ 

中広間 ２０人まで ３，８００ ５，０００ １５０ ２００ 

３５人まで ４，７００ ６，１００ １００ １３０ 

大広間 ５０人まで ５，２００ ６，８００ １００ １３０ 

１２０人まで １２，０００ １５，０００ １００ １３０ 

２５０人まで ２３，０００ ３０，０００ ８０ １００ 

１ 午後４時以降の休憩料は、規定料金の２割増しとする。 

２ 幼児の休憩料は、無料とし、小学生の休憩料は、規定料金の５割とする。 

（３） 客室へ配膳したときは、その飲食料金の１割を配膳料として加算する。 

（４） 使用料の減免 



種別 減免率 

５０人以上の団体で宿泊する場合の室料 １割 

２ 志んぐ荘使用料 

（１） 宿泊料（１泊２食付） 

普通室（和室） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ５，０００ １，４００ ２，４００ ３，８００ ８，８００ 

小学生 ４，０００ １，４００ ２，４００ ３，８００ ７，８００ 

幼児 実費  

特別室（和室トイレ付） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ６，０００ １，４００ ２，４００ ３，８００ ９，８００ 

小学生 ４，５００ １，４００ ２，４００ ３，８００ ８，３００ 

幼児 実費  

特別室（和室バス・トイレ付、洋室トイレ付） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ７，０００ １，４００ ２，４００ ３，８００ １０，８００ 

小学生 ５，５００ １，４００ ２，４００ ３，８００ ９，３００ 

幼児 実費  

特別室（洋室バス・トイレ付） 

（単位：円） 

使用料区分 

使用者区分 

宿泊料 食事料 合計 

朝食 夕食 計 

大人 ８，０００ １，４００ ２，４００ ３，８００ １１，８００ 

小学生 ６，５００ １，４００ ２，４００ ３，８００ １０，３００ 

幼児 実費  

１ 宿泊時間は、午後４時から翌日午前１０時までとする。 

２ 規定料金以外の食事料は、時価により算出した額とする。 

３ １人で１室を使用する場合の宿泊料は、規定料金にそれぞれ２，０００円を



加算した額とする。 

４ 土曜日及び休日の前日（４月２９日から５月５日まで、８月１１日から８月

１５日まで及び１２月３０日から翌年の１月４日までを除く。）に宿泊すると

きの宿泊料は、規定料金に大人２，０００円、小学生１，６００円を加算した

額とする。 

５ ４月２９日から５月５日まで、８月１１日から８月１５日まで及び１２月３

０日から翌年の１月４日までの期間に宿泊するときの宿泊料は、規定料金に大

人８，０００円、小学生６，４００円を加算した額とする。 

（２） 休憩料 

（単位：円） 

使用時間の区分 

室の区分及び定員数 

３時間以内 ６時間以内 割増料金１人増すごとに 

３時間以内 ６時間以内 

個室 大人１人 ２，０００ ２，０００   

４０５号 

４０６号 

１５人まで １０，０００ １５，０００ ５００ ７５０ 

４０７号 ３０人まで ２０，０００ ３０，０００ ６５０ １，０００ 

４０８号 

４０９号 

４１０号 

１５人まで １０，０００ １５，０００ ６００ １，０００ 

４５９号 １５人まで １０，０００ １５，０００ ５００ ８５０ 

３０人まで ２０，０００ ３０，０００ ６５０ １，２００ 

末広１号 ２５人まで ２０，０００ ３０，０００ ５５０ ９５０ 

末広２号 ３０人まで ３０，０００ ４５，０００ ６５０ １，１５０ 

末広３号 ５０人まで ４０，０００ ６０，０００ ７００ １，２００ 

特別室 ２０人まで １０，０００ １５，０００ ３００ ５５０ 

写真室 ２５人まで １０，０００ １５，０００ ４００ ６５０ 

会議室（３０５号 

３０６号） 

４０人まで ２０，０００ ３０，０００ ５００ ７８０ 

食堂（寿） １００人まで ５０，０００ ７５，０００ ４００ ６５０ 

大会議室（松竹） ３５０人まで ６０，０００ ９０，０００ １７０ ２９０ 

大会議室（鶴亀） ４００人まで １００，００

０ 

１５０，００

０ 

２５０ ３９０ 

１ 幼児の休憩料は、無料とし、小学生の休憩料は、規定料金の５割とする。 

２ 日帰入浴の料金は、大人５００円、小学生３００円、幼児（３歳以上）２００円、

高齢者・障害者４００円とする。 



（１） 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

（２） 障害者とは、次に掲げる者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に基

づき身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知

的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に

規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条第２項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

３ 幼児（３歳未満）の日帰入浴の料金は、無料とする。 

４ 日帰入浴の利用時間は、午前１１時から午後８時までとする。 

（３） 結婚挙式料 

１組につき 挙式料 １０，０００円 

（４） 客室へ配膳したときは、その飲食料金の１割を配膳料として加算する。 

（５） 市長は、１人当たり飲食消費額３，０００円以上の休憩客が２時間に満

たない時間客室を使用して休憩するときは、その利用者の休憩料を免除するこ

とができる。 

（６） 使用料の減免 

種別 減免率 

３０人以上の団体で宿泊する場合の室料 １割 

２０人以上の学生団体で宿泊する場合の室

料 

１割 

 


